
令和８年度　八女市　利用者負担額　（保育料）

令和８年４月

【３号認定：満３歳未満（４月１日時点）】　　　　利用施設：保育所、認定こども園（保育部）

国の基準（上限） 八女市の基準

階　層　区　分 保育標準時間 保育短時間 階　層　区　分 保育標準時間 保育短時間

１ 生活保護世帯

円 円

１ 生活保護世帯

円 円

０ ０ ０ ０

２ 市区町村民税非課税世帯
（　　　　０） （　　　　０）

２ 市区町村民税非課税世帯
（　　　　０） （　　　　０）

０ ０ ０ ０

（　９,０００） （　９,０００）

３ 市区町村民税均等割のみ世帯
（　４,２５０） （　４,１５０）

９,５００ ９,３００

１９,５００ １９,３００

４
市区町村民税所得割課税額

４８,６００円未満

（　４,５００） （　４,５００）

９,７００ ９,６００

（　９,０００） （　９,０００）

５
市区町村民税所得割課税額

７５,０００円未満

（　４,５００） （　４,５００）

１５,０００ １４,７００

３０,０００ ２９,６００

６
市区町村民税所得割課税額

９７,０００円未満（うち７７,１０１円未満）

（　４,５００） （　４,５００）

１９,０００ １８,６００

７
市区町村民税所得割課税額

１３０,０００円未満
２７,５００ ２７,０００

８
市区町村民税所得割課税額

１６９,０００円未満
３５,５００ ３４,８００

９
市区町村民税所得割課税額

２３５,０００円未満
４３,０００ ４２,２００

１０
市区町村民税所得割課税額

３０１,０００円未満
４５,０００ ４４,２００

７
市区町村民税所得割課税額

３９７,０００円未満
８０,０００ ７８,８００

８
市区町村民税所得割課税額

３９７,０００円以上
１０４,０００ １０２,４００

● 税額の計算には、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除などは適用しません。

● 同一世帯から２人以上の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所、特別支援学校幼稚園部、情緒障害児短期治療施
設通所部に入所、または児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合、年齢が高い者から２人目は半額、３人目以降は無料になります。

● 前項の多子軽減措置について、市町村民税所得割課税額５７,７００円未満の場合及びひとり親世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯で市町村民税所得割課税額が７
７，１０１円未満の場合は年齢制限を設けません。

● 前項に加え、ひとり親世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯で市町村民税所得割課税額が７７,１０１円未満である場合、年齢が高い者から１人目は（ ）の保育料が適
用され、２人目以降は無料になります。

● 保護者と生計同一で、かつ、保護者に扶養されている子どもが「３人」以上いる世帯の子どものうち、年長者から数えて第３子以降は無料になります。

● ８月までの保育料は令和７年度の市町村民税額、９月以降の保育料は令和８年度の市町村民税額により決定されます。

● この保育料のほかに、施設によって教材代、行事代などの実費徴収費が必要になることがあります。

● 保護者等の市町村民税の状況により、年度の途中で保育料が変更になる場合があります。

３
市区町村民税所得割課税額

４８,６００円未満

４
市区町村民税所得割課税額

９７,０００円未満
（うち７７,１０１円未満）

５
市区町村民税所得割課税額

１６９,０００円未満
４４,５００ ４３,９００

６
市区町村民税所得割課税額

３０１,０００円未満
６１,０００ ６０,１００

１１
市区町村民税所得割課税額

３０１,０００円以上
４９,５００ ４８,６００


